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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＤＣモータにより回転駆動される第１の感光体と、
　ステッピングモータにより回転駆動される、前記第１の感光体より外径が大きい第２の
感光体と、
　前記第１の感光体の回転速度を検出する第１の速度検出手段と、
　前記第２の感光体の回転速度を検出する第２の速度検出手段と、
　前記第１の速度検出手段の検出結果に基づき前記ＤＣモータを制御する第１の制御手段
と、
　前記第２の速度検出手段の検出結果に基づき前記ステッピングモータを制御する第２の
制御手段とを備え、
　前記第２の制御手段は、
　前記ステッピングモータの各巻線の相電流を検出する相電流検出手段と、
　前記相電流検出手段の検出結果から零クロスを検出する零クロス検知手段と、
　前記ステッピングモータを駆動するための駆動制御パルス信号と前記零クロス検知手段
により検出された零クロスから位相差を検出する位相差検知手段と、
　前記駆動制御パルス信号から周期を検出する周期測定手段と、
　前記位相差検知手段により検出された位相差と前記周期測定手段により検出された周期
から補正値を求める設定手段とを備え、
　前記ステッピングモータの巻線電流値が前記補正値と電流基準値とに応じた電流値とな
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るように制御すると共に、前記第２の速度検出手段の検出結果と速度指令信号との差分お
よび前記補正値に基づき前記ステッピングモータを制御し、
　前記第１の制御手段は、
　前記第１の速度検出手段の検出結果と速度指令信号との差分及び前記補正値に基づき前
記ＤＣモータを制御することを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＤＣモータにより回転駆動される第１の感光体と、ステッピングモータによ
り回転駆動される、第１の感光体より外径が大きい第２の感光体とを備えた画像形成装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子写真方式を用いたカラー画像形成装置では、各色の感光体ドラム表面にトナー（現
像剤）像を形成し、感光体ドラム上の各色のトナー像を無担ベルト状の中間転写体を介し
て記録紙に転写する公知の電子写真プロセスにより画像形成が行われる。このような画像
形成装置において、感光体ドラムを回転駆動させる駆動源は、一般的に、単一種類のモー
タ、例えば、ブラシレスＤＣモータのみ若しくはステッピングモータのみで構成されてい
る。特に、回転安定性の面からアウターロータ型のブラシレスＤＣモータが採用されるこ
とが多い。その理由としては次のような点がある。
【０００３】
　（１）インナーロータ型モータに比べてロータ自身の慣性モーメントを大きくすること
ができ、所定の回転速度以上ではモータによる回転変動が負荷（感光体ドラム）側へ伝達
され難い。
【０００４】
　（２）負荷（感光体ドラム）側に回転変動が発生しても減速装置を介して減速比分に抑
制され、かつ、ロータの慣性モーメントによるフライホイール効果により回転変動が抑制
できる。
【０００５】
　（３）モータ駆動制御をＰＬＬ制御方式とすることで回転安定性を向上できる。
【０００６】
　このように、アウターロータ型のブラシレスＤＣモータは上記（１）～（３）の利点を
備えるが、その反面、負荷トルクによりモータの起動時間及び停止時間が変動してしまう
場合がある。この問題は、特に、複数の感光体ドラムをそれぞれ別々のブラシレスＤＣモ
ータにより駆動する画像形成装置では、各感光体ドラム間での回転位相の変動を招くこと
になる。
【０００７】
　このような各感光体ドラム間での回転位相のずれに対する対策としては、例えば、基準
となるトナーパッチを感光体ドラム上に形成し、中間転写ベルト上に転写した結果を光学
センサにより読み取って、位相のずれを補正する方法がある。
【０００８】
　また、感光体ドラム軸での回転速度の安定を図るため、感光体ドラム軸上に回転速度検
知手段を設けて、フィードバック制御を行う方法もある。この場合、モータ出力軸の回転
安定性が求められるＰＬＬ制御方式でなく、モータ回転数を可変制御可能な制御方式が採
用されている。
【０００９】
　このように、電子写真方式の画像形成装置では、画像の画質向上を目的とした各種手法
が提案されているが、いずれも感光体ドラムの径が各色とも同じ径で構成されている場合
に有効であった。
【００１０】
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　近年、生産性の向上等を目的として、黒色用感光体ドラムとその他の色用感光体ドラム
間で異なる径サイズを採用した画像形成装置が提案されている。このような画像形成装置
では、感光体ドラムの駆動源を同一種類のモータで構成すると、減速機の減速比（例えば
、減速段数等）を変更する必要が生じる。そのため、モータ側の回転速度範囲が大きく異
なり、モータ側の回転変動による負荷（感光体ドラム）側への影響が顕著になったり、負
荷変動によりモータ側に回転変動が生じるおそれがある。このような状況を改善するため
に、同一種類のモータ構成ではなく、複数種類のモータ構成にして画質向上を図る技術が
提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【００１１】
　特許文献１における静電式カラー画像形成装置では、オフセット印刷機並みのカラー画
像の色安定性が求められる場合には、感光体ドラム間の位相関係を常に同じにする必要が
あるとしている。その結果、感光体ドラム間の位相を合わせるために、黒色用感光体ドラ
ムをアウターロータ型モータで駆動し、黒色用以外の感光体ドラムをインナーロータ型モ
ータで駆動して、モータ種を混在させている。
【００１２】
　また、特許文献１では、アウターロータ型モータであるブラシレスＤＣモータには「回
転速度の安定化に寄与する」メリットがある反面、「回転起動時や停止時の回転角が負荷
トルクによって変動し易い」デメリットがあるとしている。その結果、インナーロータ型
モータのステッピングモータで黒色用以外の感光体ドラムを駆動する構成を採用し、位相
合わせによる色ズレ抑制とその簡単化が提案されている。
【００１３】
　また、ステッピングモータの特性として、出力軸に負荷トルクが印加された場合に、固
定子位置と回転子位置間での位置ずれ（一般的には同期電動機における負荷角として知ら
れる）が発生する。この位置ずれの検出・補正に関しては中間転写ベルト状の基準位置検
出の検出間隔により行う構成が提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２００７－４７６２９号公報
【特許文献２】特開平０８－２３４５８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　しかしながら、複数の感光体ドラムや中間転写体の駆動源としてステッピングモータと
ブラシレスＤＣモータとを併用した場合、位置・速度検出用のエンコーダ分解能が低いと
きには、十分に検出周期を上げられず、検出・制御遅延を招いてしまうという課題がある
。
【００１６】
　本発明は、上記課題に鑑みて成されたものであり、負荷変動時の速度制御の遅延を改善
し、出力画像の位置ずれを抑制可能な画像形成装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記目的を達成するために、本発明の画像形成装置は、ＤＣモータにより回転駆動され
る第１の感光体と、ステッピングモータにより回転駆動される、前記第１の感光体より外
径が大きい第２の感光体と、前記第１の感光体の回転速度を検出する第１の速度検出手段
と、前記第２の感光体の回転速度を検出する第２の速度検出手段と、前記第１の速度検出
手段の検出結果に基づき前記ＤＣモータを制御する第１の制御手段と、前記第２の速度検
出手段の検出結果に基づき前記ステッピングモータを制御する第２の制御手段とを備え、
前記第２の制御手段は、前記ステッピングモータの各巻線の相電流を検出する相電流検出
手段と、前記相電流検出手段の検出結果から零クロスを検出する零クロス検知手段と、前
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記ステッピングモータを駆動するための駆動制御パルス信号と前記零クロス検知手段によ
り検出された零クロスから位相差を検出する位相差検知手段と、前記駆動制御パルス信号
から周期を検出する周期測定手段と、前記位相差検知手段により検出された位相差と前記
周期測定手段により検出された周期から補正値を求める設定手段とを備え、前記ステッピ
ングモータの巻線電流値が前記補正値と電流基準値とに応じた電流値となるように制御す
ると共に、前記第２の速度検出手段の検出結果と速度指令信号との差分および前記補正値
に基づき前記ステッピングモータを制御し、前記第１の制御手段は、前記第１の速度検出
手段の検出結果と速度指令信号との差分及び前記補正値に基づき前記ＤＣモータを制御す
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、ステッピングモータが負荷トルク変動に応じて入力電流が変化する特
性を活かし、負荷トルク変動分に基づき、ブラシレスＤＣモータの駆動制御信号を補正す
るので、負荷変動時の速度制御の遅延を改善し、出力画像の位置ずれが抑制可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態に係る画像形成装置における画像形成部の概略構成を示す図で
ある。
【図２】図１の感光体ドラム１０１Ｙ～１０１Ｋと中間転写ベルト駆動ローラ１１０の各
駆動部の概略構成を示す図である。
【図３】（ａ）は図２のモータ制御器２０２の概略構成を示す図であり、（ｂ）はモータ
制御器２０２をハードロジックで構成した場合の内部回路ブロック図である。
【図４】発振制御器２０２ｇの出力信号の一例を示す図である。
【図５】（ａ）は図２のモータ制御器２０１Ｙ，Ｍ，Ｃの概略構成を示す図であり、（ｂ
）はモータ制御器２０１Ｙ，Ｍ，Ｃをハードロジックで構成した場合の内部回路ブロック
図である。
【図６】（ａ）はモータ駆動回路２０２ｈの概略構成を示す図、（ｂ）は位相差比検知回
路３００の概略構成を示す図である。
【図７】（ａ）はステッピングモータへの設定電流値を変化させた場合の周波数毎の最大
トルク値の変化特性を示した図、（ｂ）はモータ出力軸に負荷トルクを印加した場合の釣
り合い位置の変化特性を示した図、（ｃ）は位相差比の負荷トルクに対する関係を示す図
である。
【図８】（ａ）は黒色用ドラムの負荷トルクとＡ，Ｂ相電流の零クロスが変化する様子を
表した図、（ｂ）は零クロス検知回路３０３ａ，３０３ｂの出力信号による位相差の状態
例を示す図である。
【図９】負荷のトルク変動と、エンコーダの出力信号の駆動制御パルス信号ＣＬＫに対す
る実回転位置の偏差量と、Ａ，Ｂ相電流の波形状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。
【００２１】
　図１は、本発明の実施形態に係る画像形成装置における画像形成部の概略構成を示す図
である。
【００２２】
　図１において、画像形成装置は、イエロー（Ｙ）、マゼンダ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、ブ
ラック（Ｋ）の４色の画像形成部を備えたカラー画像形成装置である。画像形成部には、
ＹＭＣＫ各色の静電潜像を形成するための複数の感光体ドラム１０１Ｙ，１０１Ｍ，１０
１Ｃ，１０１Ｋと、各感光体ドラムの表面に静電潜像を形成するためのレーザスキャナ１
００Ｙ，１００Ｍ，１００Ｃ，１００Ｋを備える。
【００２３】
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　中間転写ベルト１１１は、各感光体ドラム１０１の表面に形成されたトナー像が順次重
ねて転写される無端ベルト状の中間転写体である。中間転写ベルト駆動ローラ１１０は、
中間転写ベルト１１１の一方を支持すると共に、中間転写ベルト１１１を回転駆動するた
めのものである。ローラ１２２は、中間転写ベルト１１１の他方を支持するローラである
。二次転写ローラ１２１は、中間転写体上に形成されたトナー像を記録紙に一括して転写
するためのものである。なお、各感光体ドラム１０１の周囲には、一次帯電器や現像器、
転写帯電器、前露光ランプ、クリーニング装置等がそれぞれ配置されているが、図示例で
は省略されている。
【００２４】
　図２は、図１の感光体ドラム１０１Ｙ～１０１Ｋと中間転写ベルト駆動ローラ１１０の
各駆動部の概略構成を示す図である。
【００２５】
　図２において、感光体ドラム１０１Ｙ，１０１Ｍ，１０１Ｃ，１０１Ｋの回転軸の一方
には、回転速度変動を抑制するためのフライホイール１０６Ｙ，１０６Ｍ，１０６Ｃ，１
０６Ｋが取り付けられている。感光体ドラム１０１Ｙ～１０１Ｋの回転軸の他方には、円
周方向に等間隔にスリットが配置されたエンコーダホイール１０３Ｙ，１０３Ｍ，１０３
Ｃ，１０３Ｋが取り付けられている。
【００２６】
　駆動モータ１０２Ｙ，１０２Ｍ，１０２Ｃ，１０２Ｋの駆動軸は、各駆動モータの回転
数を所定の回転数へと減速変換するための減速機１０４Ｙ，１０４Ｍ，１０４Ｃ，１０４
Ｋを介して、感光体ドラム１０１Ｙ～１０１Ｋの回転軸に接続されている。
【００２７】
　中間転写ベルト駆動ローラ１１０の回転軸はエンコーダホイール１０３Ｂを通して減速
機１０４Ｂに接続され、さらに減速機１０４は駆動モータ１１２の駆動軸に接続されてい
る。減速機１０４Ｙ～１０４Ｂは、例えば、ハスバ歯車を組み合わせて構成されるが、そ
の他の歯車やベルト等で構成された減速機であってもよい。
【００２８】
　エンコーダホイール１０３Ｙ～１０３Ｂの近傍には、光学センサであるエンコーダセン
サ１０５Ｙ，１０５Ｍ，１０５Ｃ，１０５Ｋ，１０５Ｂが設置されている。これらエンコ
ーダセンサ１０５Ｙ～１０５Ｂが、エンコーダホイール１０３Ｙ～１０３Ｂに設けられた
スリットを光学的に読み取ることで、感光体ドラム１０１Ｙ～１０１Ｋ及び中間転写ベル
ト駆動ローラ１１０の各駆動軸の軸速度を検出する。本実施形態では、エンコーダホイー
ルと光学センサとを用いた一般的なロータリエンコーダで軸速度検出を行う構成としてい
るが、回転体の軸速度を検出できる装置（タコジェネレータ、レゾルバ等）であれば、こ
れに限定されるものではない。
【００２９】
　黒色用の感光体ドラム（以下「黒色用ドラム」とも呼ぶ）１０１Ｋの外径は、黒色以外
のカラー用の感光体ドラム（以下「カラー用ドラム」とも呼ぶ）の外径よりも大きく（例
えばφ８４）設定されている。一方、カラー用ドラム１０１Ｙ，１０１Ｍ，１０１Ｃの外
径は、いずれも同一径（例えばφ３０）に設定されている。黒色用ドラムの外径をカラー
用ドラムの外径よりも大きくする理由は、一般的にモノクロプリントの頻度が高いことか
ら、黒色用ドラムの周長を長くすることで、感光ドラムの長寿命化を図るためである。
【００３０】
　また、黒色用ドラム側の減速機１０４Ｋとカラー用ドラム側の減速機１０４Ｙ，１０４
Ｍ，１０４Ｃは、いずれも同一モデルの減速機を用いる。同一モデルの減速機を用いるの
は、同一の減速比とすると共に、同一部材を使用することにより、ドラム間で歯車誤差に
よる回転変動の発生周期を同じにするためである。
【００３１】
　カラー用ドラム（第１の感光体）の駆動モータ１０２Ｙ，１０２Ｍ，１０２Ｃ（第１の
モータ）と、中間転写ベルト駆動ローラ１１０を回転駆動するための駆動モータ１１２（
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第３のモータ）はアウターロータ型モータのブラシレスＤＣモータとする。一方、黒色用
ドラム（第２の感光体）の駆動モータ１０２Ｋ（第２のモータ）はインナーロータ型モー
タのステッピングモータとする。
【００３２】
　ブラシレスＤＣモータは、回転子磁極数が８～１２であり、低速側ではモータ巻線コイ
ルにより生成される回転磁束で発生するトルクムラをアウターロータ自身の慣性モーメン
トによるフライホイール効果により補填できないため、回転安定性も得られない。慣性モ
ーメントによる回転エネルギーは速度の２乗で発生するため、速度低下分を慣性モーメン
トの増加で補う場合には、巨大なロータが必要となる。つまり、ブラシレスＤＣモータで
は、ロータサイズと磁極数により決定される所定の高速回転領域以上でないと回転安定性
が得られない。そのため、低速回転領域での安定した回転を実現するには、ロータサイズ
アップ又は磁極数アップ又はスロット数アップが必要となり、コストが増加するおそれが
ある。
【００３３】
　ステッピングモータはハイブリッド型と呼ばれ、磁性鋼板で構成される回転子歯がＮ極
とＳ極側で、歯ピッチの１／２分ずらすことで、見かけ上の極数が回転子歯数で決定され
る。これにより、巻線側磁束の切替に同期して回転子がステップ状に駆動され、低速回転
領域でも回転子が巻線側磁束に追従する動作となる。このように、ステッピングモータは
、数ｒｐｍの低回転領域でも駆動制御が可能な特徴を備えている。また、ステッピングモ
ータは、入力されるパルス信号の周波数に応じて回転速度が制御され、また励磁電流値を
調節することにより出力トルクを可変可能にする。
【００３４】
　しかしながら、ステッピングモータでは、回転子がステップ状に駆動されるので、それ
による回転変動とそれによる振動が発生する。また、ステッピングモータは、ブラシレス
ＤＣモータに対して電力効率が１／２～１／３以下となり、エネルギー損失が大きい。
【００３５】
　黒色用ドラム１０１Ｋの外径をカラー用ドラム１０１Ｙ，Ｍ，Ｃの外径より大きくして
いるので、モータ軸の慣性モーメントは、外径の小さいカラー用ドラム１０１Ｙ，Ｍ，Ｃ
に比べて、黒色用ドラム１０１Ｋの方が大きい。従って、黒色用ドラム１０１Ｋをステッ
ピングモータで駆動する場合、ステッピングモータの回転変動に伴う振動伝達は、慣性モ
ーメントと摩擦抵抗によるローパスフィルタ効果により低減される。一方、カラー用ドラ
ム１０１Ｙ，Ｍ，Ｃをステッピングモータで駆動する場合は、エネルギー損失が単純に３
倍となり、フライホイール効果も小さい。以上のような理由から、カラー用ドラムの駆動
源をブラシレスＤＣモータとする。一方、電力効率と回転安定度を比較考量し、減速機に
よる画質への影響因子を除くために、黒色用ドラムの駆動源を低速駆動が可能なステッピ
ングモータとする。
【００３６】
　中間転写ベルト１１１との当接面での周速を一致させるために、黒色用ドラムの駆動モ
ータ１０２Ｋとカラー用ドラムの駆動モータ１０２Ｙ，１０２Ｍ，１０２Ｃの速度設定比
は、ドラム径の比（３０／８４）に一致させる。例えば、ブラシレスＤＣモータの目標回
転速度を１８０７ｒｐｍとする場合、ステッピングモータの目標回転速度は６４５ｒｐｍ
とする。
【００３７】
　図２の制御部２００は、駆動モータ１０２Ｙ，１０２Ｍ，１０２Ｃを制御するモータ制
御器２０１Ｙ，２０１Ｍ，２０１Ｃと、駆動モータ１０２Ｋを制御するモータ制御器２０
２と、駆動モータ１１２を制御するモータ制御器２０２とを備える。各駆動モータ１０２
Ｙ，１０２Ｍ，１０２Ｃ，１０２Ｋ，１１２は、各エンコーダセンサにより検出されたパ
ルス信号に基づいて、モータ制御器２０１Ｙ，２０１Ｍ，２０１Ｃ，２０１Ｂ，２０２に
て所定回転速度となるように制御される。
【００３８】
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　次に、ステッピングモータによる黒色用ドラム１０１Ｋのドラム軸の等速制御について
図３（ａ）、図３（ｂ）、図４を用いて説明する。なお、速度制御に関するフィードバッ
ク制御方法に関しては、公知のＰＩＤ制御により行う構成としていることから、本実施形
では、回路構成についてのみ説明する。
【００３９】
　図３（ａ）は、図２のモータ制御器２０２の概略構成を示す図であり、図３（ｂ）は、
図３（ａ）に示すモータ制御器２０２をハードロジックで構成した場合の内部回路ブロッ
ク図である。
【００４０】
　図３（ａ）において、モータ制御器２０２（第２の制御手段）は、速度検出部２０２ｂ
と、ＰＩ（比例積分）制御器２０２ｃと、積分器２０２ｄと、発振制御器２０２ｇと、モ
ータ駆動回路２０２ｈと、位相差比検知回路（推定手段）３００を備える。
【００４１】
　ステッピングモータは、周知のように、指令パルスの周波数で速度制御を行うことがで
き、また、パルス数に応じた位置制御を行うことができる。よって、黒色用ドラム１０１
Ｋのドラム軸の速度制御は、公知のフィードバック制御で行われ、最終的な出力形態とし
て駆動パルスが周波数変調であるか、パルス幅変調であるかの違いとなっている。具体的
には、次のような形式で速度制御が行われる。
【００４２】
　（ａ－１）　エンコーダセンサ１０５Ｋにより検出された信号が速度検出部２０２ｂ（
第２の軸速度検出手段）へ入力される。
【００４３】
　（ａ－２）　画像形成装置の全体動作を制御する制御部（不図示）からの設定された速
度指令信号２０２ａと速度検出部２０２ｂから入力された信号との比較演算が行われ、そ
の結果がＰＩ制御器２０２ｃに入力される。そして、設定された比例ゲインと積分ゲイン
に基づいて誤差増幅される。
【００４４】
　（ａ－３）　ＰＩ制御器２０２ｃからの出力信号を積分器２０２ｄにより積分して位置
偏差分を加味する。
【００４５】
　（ａ－４）　積分器２０２ｄからの出力信号に基づき、発振制御器２０２ｇが所定周波
数のパルス信号を生成する。
【００４６】
　（ａ－５）　発振制御器２０２ｇからのパルス信号に基づき、モータ駆動回路２０２ｈ
が駆動モータ１０２Ｋの回転速度を制御する。
【００４７】
　図３（ｂ）において、ＰＩ制御器２０２ｃは、前段の速度偏差の減算結果を元に、比例
ゲインＫｐを乗じる比例項と、１サンプル遅延素子（１／ｚ）による偏差の積算項に積分
ゲインＫｉを乗じた積分項とを加算出力する構成である。積分器２０２ｄは、ＰＩ制御器
２０２ｃの積分項と同様であり、ＰＩ制御器２０２ｃの出力を再度積算する構成としてい
る。なお、これらは所定のサンプリング間隔で読み込まれる検出速度を元に演算処理が行
われる。
【００４８】
　図４は、発振制御器２０２ｇの出力信号の一例を示す図である。
【００４９】
　発振制御器２０２ｇは、後述するＰＷＭ制御部２０１ｅが固定周期でパルス幅を変化さ
せるのに対し、周期を変化させる点が異なる。発振制御器２０２ｇでは、所定のサンプリ
ング間隔で速度検出が行われる。そして、誤差増幅された周波数操作値（図４のＦｒｅｆ
～ｄｗ１～ｄｗ２）を一旦ラッチ（２０２ｇ－１）し、その値を比較器（２０２ｇ－４）
にて周期データとしてカウンタ（２０２ｇ－３）でのカウント値比較を行う。カウント値
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が設定値と等しくなると、比較出力をＨｉ（図４のＣｏｍｐ１＿ｏｕｔ）とし、カウンタ
（２０２ｇ－３）をリセットすると共に、ラッチ（２０２ｇ－１）でのデータ更新を行う
。同様に、シフト回路（２０２ｇ－２）により、周期データの１／２をパルス幅データと
して比較器（２０２ｇ－５）にセットすることで、カウンタ値が一致すると比較出力をＨ
ｉ（図４のＣｏｍｐ２＿ｏｕｔ）として、パルス幅期間が決定される。これらの比較器出
力（Ｃｏｍｐ１＿ｏｕｔ／Ｃｏｍｐ２＿ｏｕｔ）は、後段のＦＦ回路（２０２ｇ－６）に
入力されてパルス波形（図４のＣＬＫ＿ｏｕｔ）として出力される。なお、ここで生成さ
れた駆動パルス（ＣＬＫ＿ｏｕｔ）が後述するステッピングモータのドライバＩＣに出力
されることで、モータ速度の制御が行われることになる。一方、電流量の制御は、位相差
比検知回路３００の出力に基づき行われる。
【００５０】
　次に、ブラシレスＤＣモータによるカラー用ドラム１０１Ｙ，Ｍ，Ｃのドラム軸の等速
制御について図５（ａ）及び図５（ｂ）を用いて説明する。
【００５１】
　図５（ａ）は、図２のモータ制御器２０１Ｙ，Ｍ，Ｃの概略構成を示す図であり、図５
（ｂ）は、図５（ａ）に示すモータ制御器２０１Ｙ，Ｍ，Ｃをハードロジックで構成した
場合の内部回路ブロック図である。
【００５２】
　図５（ａ）において、モータ制御器２０１Ｙ，Ｍ，Ｃ（第１の制御手段）は、速度検出
部２０１ｂと、ＰＩ（比例積分）制御器２０１ｃと、積分器２０１ｄと、ＰＷＭ制御器２
０１ｅと、モータ駆動回路２０１ｆを備える。なお、モータ制御器２０１Ｂも同様の構成
とする。
【００５３】
　ブラシレスＤＣモータの速度制御では、供給する電圧量を可変させ、モータ巻線コイル
に流れる電流量を調整し、モータ巻線コイルで発生する磁束量を制御する。そのため、一
般的には、直流電圧源をスイッチング手段による断続する時間比で電圧量制御を行うパル
ス幅変調制御（以下、「ＰＷＭ制御」とよぶ）が行われる。本実施形態でも、このＰＷＭ
制御駆動による速度制御を行う構成としている。具体的には、ステッピングモータの場合
とほぼ同様に、次のような形式で速度制御が行われる。
【００５４】
　（ｂ－１）　エンコーダセンサ１０５Ｙ，Ｍ，Ｃにより検出された信号が速度検出部２
０１ｂ（第１の軸速度検出手段）へ入力される。
【００５５】
　（ｂ－２）　画像形成装置の全体動作を制御する制御部（不図示）からの設定された速
度指令信号２０１ａと速度検出部２０１ｂから入力された信号との比較演算が行われ、そ
の結果がＰＩ制御器２０１ｃに入力される。そして、設定された比例ゲインと積分ゲイン
に基づいて誤差増幅される。
【００５６】
　（ｂ－３）　ＰＩ制御器２０１ｃからの出力信号を積分器２０１ｄにより積分して位置
偏差分を加味する。
【００５７】
　（ｂ－４）　積分器２０１ｄからの出力信号に基づき、ＰＷＭ制御部２０１ｅがＰＷＭ
信号を生成する。
【００５８】
　（ｂ－５）　ＰＷＭ制御部２０１ｅで生成されたＰＷＭ信号に基づき、モータ駆動回路
２０１ｆが駆動モータ１０２Ｙ，Ｍ，Ｃの回転速度を制御する。
【００５９】
　図３（ｂ）に示すステッピングモータのモータ制御器２０２との違いは、最終段がＰＷ
Ｍ出力となっている点と、速度誤差増幅段（上述（ｂ－２））において、位相差比検知回
路３００の出力を、微分要素として重畳する構成としている点が異なる。例えば、ドラム
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軸側に速度制御用に設けられたエンコーダの分解能が７２０ＰＰＲ、ギア比１／１０、ス
テッピングモータのステップ角１．８度とした場合でも、ステップ角：エンコーダ分解能
比は約２．８倍となる。その結果、ドラム軸での速度検出１回するうちに約３回分トルク
検出による補正ができる。これにより、ベルト間との周速差によるトルク変動を速度検出
周期より早く検出でき、そのトルク変動分も含めた速度変動を抑制することが可能となる
。
【００６０】
　本実施形態では、黒色用ドラム１０１Ｋを駆動するステッピングモータ１０２Ｋの駆動
時の巻線電流値からトルク推定を行い、その結果に基づき、ブラシレスＤＣモータの速度
制御回路における比例制御量を補正する構成としている。これにより、負荷軸側での速度
検出周期（黒色用ドラムでは約８００Ｈｚ）に対して、ステッピングモータのパルス周期
は約２．５倍の２０００Ｈｚ（ギア比による）程度のトルク推定が可能となる。このトル
ク推定の役割としては、感光体ドラムと中間転写ベルト間の周速差によるトルク変動を検
出するものである。中間転写ベルトの周速の変化は、各感光体ドラム間の周速差に影響す
る。そこで、ドラム外径が一番大きく、ベルト周速差によるトルク変化が検出しやすい黒
色用ドラム１０１Ｋの駆動回路部に、トルク推定を行うための位相差比検知回路３００を
設けている。これにより、負荷軸のみでの速度検出時の検出時間よりもベルト間周速差に
よるトルク変動の検出時間を短縮することができ、負荷変動に伴う速度変化の抑制が可能
となる。
【００６１】
　次に、トルク推定部である位相差比検知回路３００について図６（ａ）及び図６（ｂ）
を参照して説明する。
【００６２】
　図６（ａ）は、モータ駆動回路２０２ｈの概略構成を示す図である。図６（ｂ）は、位
相差比検知回路３００の概略構成を示す図である。
【００６３】
　図６（ａ）において、モータ駆動回路２０２ｈは、定電流制御方式によるステッピング
モータのドライバＩＣであって、一般的な定電流制御駆動回路である。定電流制御方式の
場合、２相ステッピングモータのＡ，Ｂの各相のモータ巻線コイルに流れる巻線電流値を
電流設定端子（ここでは“Ｖｒｅｆ”）にて設定した所定の電流量となるように制御が行
われる。具体的には、Ａ，Ｂ各相のモータ巻線コイルは、半導体スイッチ素子（ここでは
ＭＯＳ－ＦＥＴ）で構成されるＨブリッジに接続される。Ａ相の巻線に流れる電流をＡ相
電流検出抵抗２０１ｈ－ａで検出し、Ｂ相の巻線に流れる電流をＢ相電流検出抵抗２０１
ｈ－ｂで検出して、これらの電流値が所定値となるように各半導体スイッチ素子のオン・
オフ比が決定される。これが、いわゆる定電流ＰＷＭ制御と呼ばれる制御である。通常、
ユーザが負荷トルクに応じた定電流設定を、電流設定端子Ｖｒｅｆに対して一つの設定値
を使用するか、若しくは複数の設定値を切り替えて使用する構成としている。
【００６４】
　図６（ｂ）において、位相差比検知回路３００は、ＣＬＫエッジ検知回路３０１、コン
パレータ３０２ａ，３０２ｂ、零クロス検知回路３０３ａ，３０３ｂ、論理回路３０４、
周期測定回路３０５、位相差検知回路３０６、電流補正回路３０７を備える。コンパレー
タ３０２ａ，３０２ｂは、所定の抵抗を介してＡ相電流検出抵抗２０１ｈ－ａ、Ｂ相電流
検出抵抗２０１ｈ－ｂに接続されている。電流補正回路３０７の出力は、図６（ａ）に示
すドライバＩＣの電流設定端子Ｖｒｅｆに接続されている。
【００６５】
　図６（ｂ）に示す位相差比検知回路３００では、図６（ａ）に示したモータ駆動回路２
０２ｈに使用されている電流検出抵抗２０１ｈ－ａ，２０１ｈ－ｂで電流検出が行われる
。また、電流検出回路段以外（図中の点線内）は、ＦＰＧＡ（プログラミング可能なゲー
トアレイ）を用いたハード回路にて構成される。位相差比検知回路３００内の各種検知回
路３０１～３０６は、基本的には、ＦＰＧＡの基本ＣＬＫを用いたカウンタ構成による周
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期及び位相カウンタとしている。なお、零クロス検知回路３０３ａ，３０３ｂが位相差比
検知回路内に設けられているが、電流検出抵抗での検出値を外部比較器にいれた零クロス
検知回路として、その検出結果（Ｈｉ／Ｌｏｗ）を入力する構成としてもよい。
【００６６】
　次に、ステッピングモータの定常状態における電流の変化と負荷トルク、及び釣り合い
位置のずれ角について説明する。
【００６７】
　一般的に、モータの定常状態における電流と負荷トルクの関係は比例関係にある。ステ
ッピングモータの場合、巻線電流値の制御により最大出力トルクが決定されるだけであり
、実際にはその最大トルク範囲内で出力軸に印加される負荷トルクに応じて釣り合い位置
が変化する。これらの特性を図７（ａ）及び図７（ｂ）に示す。
【００６８】
　図７（ａ）は、ステッピングモータへの設定電流値を変化させた場合の周波数毎の最大
トルク値の変化特性を示した図である。図７（ａ）において、駆動周波数が高くなるほど
最大トルク値が減少するのは、モータ自身の発電特性によるものである。
【００６９】
　図７（ｂ）は、モータ出力軸に負荷トルクを印加した場合の釣り合い位置の変化特性を
示した図である。ステッピングモータは、図示のような特性を持つことから釣り合い位置
のずれ角が検出できれば、モータ出力軸に印加される負荷トルクを検出することができる
。
【００７０】
　次に、ステッピングモータの釣り合い位置のずれ角を相電流から検出する位相差比検出
方法について説明する。
【００７１】
　ここでいう位相差とは、図８（ｂ）に示すように、駆動制御パルスの立ち上がりエッジ
基準（立下がりエッジの場合もあり、ＩＣの電気角切替動作の基点となる信号を意味する
）からＢ相電流の零クロスまでの期間を示している。このように定義した位相差と、その
ときの駆動制御パルス間周期（立ち上がりエッジ－立ち上がりエッジ間周期）とから求め
られる位相差比（＝位相差／駆動制御パルス周期）を縦軸、モータ軸に印加されている負
荷トルクを横軸にとったグラフが図７（ｃ）となる。ここで位相差比としているのは、周
期計測用のカウンタ値同士の比とすることで無次元化するためでもある。また、図７（ｃ
）に示す位相差比の特性は、駆動制御パルス間周期（＝モータ回転数）に比例して発生す
る逆起電圧による電流抑制分も換算して補正したものである。なお、駆動中のモータにお
いては、一般的に次式に示す関係性を持つことが知られている。
【００７２】
　Ｉ×Ｒ－Ｌ×ｄＩ／ｄｔ＝Ｖｉｎ－ｅｍ
　上式において、Ｖｉｎ：入力電圧、ｅｍ：逆起電圧、Ｒ：巻線抵抗、Ｉ：巻線電流、Ｌ
：巻線インダクタンスであり、モータ速度変化による電流変化分を次式として扱う。
【００７３】
　動作時電流：静止時電流＝（Ｖｉｎ－ｅｍ）／Ｒ：Ｖｉｎ／Ｒ
　ここで、ｅｍ＞１、Ｒ＝０．数Ωとなるので、次式のように簡略化することができ、速
度毎の逆起電圧が測定できていれば、次式に基づく速度補正比が得られる。
【００７４】
　動作時電流／静止時電流＝－ｅｍ／Ｒ
　上式では、逆起電圧が不明な場合でも、モータの動作範囲が、逆起電圧の影響が少なく
、定電流駆動が可能な速度領域であれば、速度補正比は、各速度での位相差比に基づく傾
き量からトルク減衰量と同等に扱える。つまり、静止時電流の位相差比ＰＨ＿Ｒ０と、所
定速度での動作時電流の位相差比ＰＨ＿Ｒ１との比（＝ＰＨ＿Ｒ０／ＰＨ＿Ｒ１）がトル
ク減衰量として扱える。
【００７５】
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　また、モータの動作範囲が広く、逆起電圧の影響が大きい速度領域では、速度毎の逆起
電圧が測定できていれば、定電流駆動が可能な速度領域での上記電流の速度補正比と併せ
て、定電圧領域での次式で表される速度補正比を乗じる。これにより、より広範囲での補
正が可能となる。
【００７６】
　速度（ｎ）／速度（ｎ－１）＝－ｅｍ（ｎ）／ｅｍ（ｎ－１）
　以上のようにして、補正された位相差比の負荷トルクに対する関係は、図７（ｃ）に示
すように、略線形な逆比例の関係である。さらに、図７（ａ）に示すように、巻線電流の
設定値により、出力トルクが変化することは、図７（ｂ）に示す変位θ（ずれ角）も変化
することになる。これは、前述の速度比による場合と同様に、巻線電流値により補正する
ことで、略負荷トルクに対する位相差比の変化は同じ関係とすることが可能となる。
【００７７】
　次に、位相差比検知回路３００の動作について説明する。
【００７８】
　図８（ａ）は、黒色用ドラムの負荷トルク（Ｔｒｑ）とＡ，Ｂ相電流（ＰＨ－Ａ＿Ｉ，
ＰＨ－Ｂ＿Ｉ）の零クロスが変化する様子を表した図である。図８（ｂ）は、零クロス検
知回路３０３ａ，３０３ｂ（零クロス検知手段）の出力信号による位相差の状態例を示す
図である。
【００７９】
　まず、駆動制御パルス信号ＣＬＫの立ち上がりエッジをＣＬＫエッジ検知回路３０１に
て検出すると、その出力信号により周期測定回路３０５及び位相差検知回路３０６のカウ
ンタがリセットされる。周期測定回路３０５及び位相差検知回路３０６は、ＦＰＧＡの基
準ＣＬＫ単位（ここでは４０ＭＨｚ）でカウントする構成となっている。
【００８０】
　周期測定回路３０５は、次の駆動制御パルス信号ＣＬＫの立ち上がりエッジを検出する
までカウントをつづけ、立ち上がりエッジが検出されると、その時点での周期カウンタ値
ＣＬＫ＿ｐｒｄをレジスタに保持し、カウンタをリセットする。位相差検知回路３０６も
同様に、零クロス検知回路３０３ａ，３０３ｂでの検出結果の論理和を論理回路３０４で
演算する（図８（ａ）のＩｚｅｒｏ）。そして、立ち上がりエッジ検出時には、位相差カ
ウンタ値（図８（ａ）のＰｈ＿ｃｏｎｔ）をレジスタに保持し、カウンタをリセットする
。
【００８１】
　次に、周期測定回路３０５及び位相差検知回路３０６の各レジスタに保持された周期カ
ウンタ値ＣＬＫ＿ｐｒｄと位相差カウンタ値Ｐｈ＿ｃｏｎｔが電流補正回路３０７に出力
される。電流補正回路３０７では、周期カウンタ値ＣＬＫ＿ｐｒｄと位相差カウンタ値Ｐ
ｈ＿ｃｏｎｔが入力されて、速度比、電流比に基づいた補正演算が行われる。すなわち、
位相差比とトルクの関係が、図７（ｃ）に示した特性関係になるように、次の処理が行わ
れる。
【００８２】
　（１）　駆動制御パルス信号ＣＬＫの周期カウントから周波数を算出（逆数演算）する
。
【００８３】
　（２）　（１）の演算結果と位相差カウンタから位相差比を算出する。
【００８４】
　（３）　モータの動作範囲が広い場合には、ある速度以上の範囲において、モータ逆起
電圧特性からテーブル若しくは速度補正比により近似的に補正値を算出する。
【００８５】
　（４）　図６（ａ）のドライバＩＣ（モータ駆動回路２０２ｈ）の電流設定端子Ｖｒｅ
ｆへの補正値として出力する。
【００８６】
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　上記処理を行うことにより、ステッピングモータの定電流制御値を負荷トルクに応じて
補正することが可能となる。
【００８７】
　ここで、上記（１）～（３）の処理により負荷のトルク変動を検出した結果と、モータ
軸にエンコーダを取り付けて駆動制御パルス信号ＣＬＫに対する実回転位置の偏差量（遅
れ側を“＋”とする）を測定した結果とを比較したものを図９に示す。
【００８８】
　図９では、エンコーダによる偏差量にほぼ比例した値が、相電流の零クロス位相比から
検出できていることが分かる。実際処理に際しては、相電流は、スイッチングによる定電
流ＰＷＭ制御が行われているので、ノイズ成分が多くなることから、適宜ローパスフィル
タ処理が行われる。このように、ステッピングモータの１ステップ角毎にトルクに相当す
る位相差比が検出可能となる。
【００８９】
　上記実施形態によれば、ステッピングモータの出力軸でのトルク検出を行うことで、１
ステップ角の分解能でトルクに比例した位相差比検出ができる。
【００９０】
　また、減速機構及びドラム駆動軸でのねじれ要因等による検出遅延要因を排除でき、エ
ンコーダ分解能よりもステッピングモータ駆動ＣＬＫの周波数分解能を上げることで、ト
ルク変化による速度変動に対しても制御応答性を改善できる。
【００９１】
　また、ドラムと中間転写体ベルト間で発生する周速差要因によるトルク変化は、各ドラ
ム対中間転写体ベルトとして相互影響するため、ステッピングモータでのトルク変動分を
ブラシレスＤＣモータ側の速度制御に対しても重畳する。これにより、速度制御の応答性
改善が可能となり、負荷変動による速度誤差・位置誤差を抑制することで画像の向上が図
れる。
【符号の説明】
【００９２】
１０１Ｙ，１０１Ｍ，１０１Ｃ，１０１Ｋ　感光体ドラム
１０２Ｙ，１０２Ｍ，１０２Ｃ，１０２Ｋ，１１２　駆動モータ
１０５Ｙ，１０５Ｍ，１０５Ｃ，１０５Ｋ，１０５Ｂ　エンコーダセンサ
１１１　中間転写ベルト
２０１Ｙ，２０１Ｍ，２０１Ｃ，２０１Ｂ，２０２　モータ制御器
２０２ｇ　発振制御器
２０２ｈ　モータ駆動回路
３００　位相差比検知回路
３０５　周期測定回路
３０６　位相差検知回路
３０７　電流補正回路
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